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‐１‐ 

承認案第１４９号 

 

   専決処分の承認について 

 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復

旧事業河内地区災害復旧工事（２－２）の請負契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専

決処分をしたので、同条第３項の規定により議会の承認を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐２‐ 

 （提案理由） 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復

旧事業河内地区災害復旧工事（２－２）の請負契約を締結することについて、議会

を招集する時間的余裕がないと認め専決処分をしたので、この処分について報告

し、その承認を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。－略－ 

③ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

  



‐３‐ 

専  決  処  分  書 

 

 令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害復

旧事業河内地区災害復旧工事（２－２）の請負契約を次のとおり締結することにつ

いて、議会を招集してその議決を経る時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和２年８月３日 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和２年度土木施設災害復旧事業・林業用施設災害復旧事業・農業用施設災害

復旧事業河内地区災害復旧工事（２－２） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ４億７,８８５万７,５００円 

４ 契約の相手方 

  東広島市豊栄町安宿５０１５番地の５ 

  株式会社東豊建設 

  代表取締役 一 楽 日 月 

 



 

‐４‐ 

諮問第１５０号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  岡   由 美 



 

‐５‐ 

（提案理由） 

 人権擁護委員が令和２年４月３０日をもって解嘱されたため、当該委員の候補者

として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐６‐ 

諮問第１５１号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  生 田 一 人 



‐７‐ 

（提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和２年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐８‐ 

諮問第１５２号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  山 本 かおる 



‐９‐ 

（提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和２年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐１０‐ 

同意案第１５３号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   橋 康 裕  

  



‐１１‐ 

 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和２年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

 



‐１２‐ 

同意案第１５４号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  三 保 信 幸 

  



‐１３‐ 

 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和２年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

 



‐１４‐ 

議案第１５５号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 消防用車両 

 (3) 品名 小型動力ポンプ付積載車 

 (4) 数量 ３台 

２ 取得価格 

  ２,５２６万４,８００円 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町風早３１３３番地の２ 

  中下モータース有限会社 

  代表取締役 中 下 智 洋 



‐１５‐ 

 （提案理由） 

 東広島市消防団第四方面隊川上分団、第十方面隊第一分団及び第十方面隊第三分

団に配備する小型動力ポンプ付積載車を買い入れるに当たり、その予定価格が２,

０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 

 



‐１６‐ 

議案第１５６号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 救急用車両 

 (3) 品名 高規格救急自動車 

 (4) 数量 ４台 

２ 取得価格 

  １億２,８０２万６,８００円 

３ 相手方 

  東広島市西条町御薗宇６４６６番地３ 

  広島トヨタ自動車株式会社西条店 

  店長 飯 盛 公 一 

 



‐１７‐ 

 （提案理由） 

 東広島消防署西分署、東広島消防署北分署、東広島消防署安芸津分署及び大崎上

島消防署に配備する高規格救急自動車を買い入れるに当たり、その予定価格が２,

０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。



‐１８‐ 

議案第１５７号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘四丁目２９番１号 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ９１.９２平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘四丁目２９番１号 

  高美が丘四丁目コミュニティ会館管理運営委員会 

  委員長 吉 嵜   寛



‐１９‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘四丁目コミュニティ会館の建物を高美が丘四丁目コミュニティ会館管理

運営委員会に無償で譲渡することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２０‐ 

議案第１５８号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘七丁目１０番２号 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ９１.２８平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘七丁目１０番２号 

  高美が丘七丁目自治会 

  会長 松 嶋 常 雄



‐２１‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘七丁目コミュニティ会館の建物を高美が丘七丁目自治会に無償で譲渡す

ることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２２‐ 

議案第１５９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘八丁目１７番１号 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ７９.０８平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘八丁目１７番１号 

  高美が丘八丁目自治会 

  会長 大下 利 彦



‐２３‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘八丁目コミュニティ会館の建物を高美が丘八丁目自治会に無償で譲渡す

ることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２４‐ 

議案第１６０号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町津江１５３５番地 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １３０.８４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町津江２１０７番地４ 

  田代自治会 

  自治会長  本 敏 雄



‐２５‐ 

 （提案理由） 

 田代会館の建物を田代自治会に無償で譲渡することについて、議会の議決を求め

るものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐２６‐ 

議案第１６１号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市豊栄町乃美３６９１番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０４.３０平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市豊栄町乃美３６９１番地１ 

  北組集会所管理会 

  会長 津 島 久 利



 

‐２７‐ 

 （提案理由） 

 北組集会所の建物を北組集会所管理会に無償で譲渡することについて、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐２８‐ 

議案第１６２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町小田１７７３番地３ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ６８.６０平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市河内町小田１７７３番地３ 

  小田８の組自治会 

  会長 小早川 正 治



‐２９‐ 

 （提案理由） 

 ８の組コミュニティホームの建物を小田８の組自治会に無償で譲渡することにつ

いて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐３０‐ 

議案第１６３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

  建物 

 (1) 浜地区集会所 

  ア 所在 東広島市安芸津町三津４１０６番地５９ 

  イ 構造 木造平屋建て 

  ウ 延べ面積 １８２.９８平方メートル 

 (2) 倉庫 

  ア 所在 東広島市安芸津町三津４１０６番地５９ 

  イ 構造 木造平屋建て 

  ウ 延べ面積 ２１.６６平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４１０６番地５９ 

  港区 

  区長 倉 本 正 行



‐３１‐ 

 （提案理由） 

 浜地区集会所の建物を港区に無償で譲渡することについて、議会の議決を求める

ものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐３２‐ 

議案第１６４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋町小谷３５６４番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １３６.６４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市高屋町小谷３５６４番地１ 

  日名条区 

  区長 奥 戸 政 行 



‐３３‐ 

 （提案理由） 

 小谷福寿会館の建物を日名条区に無償で譲渡することについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



 

‐３４‐ 

議案第１６５号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋町重兼１４５番地 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０５.９９平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市高屋町重兼１４５番地 

  重兼を住みよくする会 

  会長 福  新一郎 



 

‐３５‐ 

 （提案理由） 

 重兼老人集会所の建物を重兼を住みよくする会に無償で譲渡することについて、

議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐３６‐ 

議案第１６６号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町国近７７８番地 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ２８５.６９平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町国近１７１１番地１ 

保田区 

区長 網 川 実  



‐３７‐ 

 （提案理由） 

下板城地区老人会館の建物を保田区に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐３８‐ 

議案第１６７号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町小多田１１８７番地３ 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ９９.９７平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町小多田１１８７番地３ 

梶屋迫区 

区長 北土井 好 夫 



‐３９‐ 

 （提案理由） 

梶屋迫老人集会所の建物を梶屋迫区に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐４０‐ 

議案第１６８号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町丸山９４７番地 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 ７５.６９平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町丸山９４７番地 

日ノ出会 

講中頭 中 野 照 文 



‐４１‐ 

 （提案理由） 

丸山日の出老人集会所の建物を日ノ出会に無償で譲渡することについて、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐４２‐ 

議案第１６９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町丸山１０１６３番地１ 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １２５.４７平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市黒瀬町丸山１６３番地１ 

丸山会 

会長 岡 田  陽 



‐４３‐ 

 （提案理由） 

丸山老人集会所の建物を丸山会に無償で譲渡することについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐４４‐ 

議案第１７０号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町上竹仁２４７番地４ 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０４.２５平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市福富町上竹仁２７２番地 

新開自治会 

会長 大 石 伸 明 



‐４５‐ 

 （提案理由） 

新開老人集会所の建物を新開自治会に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐４６‐ 

議案第１７１号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町上竹仁３１２番地 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １２６.２８平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市福富町上竹仁３３１番地６ 

中組自治会 

会長 山 崎 晴 幸 



‐４７‐ 

 （提案理由） 

中組老人集会所の建物を中組自治会に無償で譲渡することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐４８‐ 

議案第１７２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町上戸野２２２４番地 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０５.５８平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市福富町上戸野２１６２番地２ 

平上老人集会所管理組合 

会長 世 戸  夫 



‐４９‐ 

 （提案理由） 

平上老人集会所の建物を平上老人集会所管理組合に無償で譲渡することについ

て、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐５０‐ 

議案第１７３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町河戸２９１６番地６ 

 (2) 種別 建物 

(3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０１.６４平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市河内町河戸２９１６番地６ 

月の瀬自治会 

会長 古 田 正 晴



‐５１‐ 

 （提案理由） 

河戸老人集会所の建物を月の瀬自治会に無償で譲渡することについて、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐５２‐ 

議案第１７４号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘四丁目２９番１ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ２６０.３４平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘四丁目２９番１号 

  高美が丘四丁目コミュニティ会館管理運営委員会 

  委員長 吉 嵜   寛



‐５３‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘四丁目コミュニティ会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に

供されている土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐５４‐ 

議案第１７５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘七丁目１０番２ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ２５１.３４平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘七丁目１０番２号 

  高美が丘七丁目自治会 

  会長 松 嶋 常 雄 



‐５５‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘七丁目コミュニティ会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に

供されている土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐５６‐ 

議案第１７６号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋高美が丘八丁目１７番１ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ３４３.０８平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市高屋高美が丘八丁目１７番１号 

  高美が丘八丁目自治会 

  会長 大下 利 彦 



‐５７‐ 

 （提案理由） 

 高美が丘八丁目コミュニティ会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に

供されている土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐５８‐ 

議案第１７７号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町津江字御堂反１５３５番 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４４９.８１平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町津江２１０７番地４ 

  田代自治会 

  自治会長  本 敏 雄 



‐５９‐ 

 （提案理由） 

 田代会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当該

譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐６０‐ 

議案第１７８号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市豊栄町乃美３６９０番１ほか１０筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ６３０.３７平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市豊栄町乃美３６９１番地１ 

  北組集会所管理会 

  会長 津 島 久 利 

 



‐６１‐ 

 （提案理由） 

 北組集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 

 



‐６２‐ 

議案第１７９号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町小田字宮沖１７７３番１ほか１筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ５１７.４１平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市河内町小田１７７３番地３ 

  小田８の組自治会 

  会長 小早川 正 治 

 



‐６３‐ 

 （提案理由） 

 ８の組コミュニティホームを無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供され

ている土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を

求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐６４‐ 

議案第１８０号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市安芸津町三津字浜町４１０６番５９ 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 雑種地 

 (4) 面積 １,５９９平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４１０６番地５９ 

  港区 

  区長 倉 本 正 行 

 



‐６５‐ 

 （提案理由） 

 浜地区集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を

当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもので

ある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 

 



‐６６‐ 

議案第１８１号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市高屋町小谷３５６４番１の一部 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４４３.５５平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市高屋町小谷３５６４番地１ 

  日名条区 

  区長 奥 戸 政 行 



‐６７‐ 

 （提案理由） 

 小谷福寿会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を

当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもので

ある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐６８‐ 

議案第１８２号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町国近字東垣内７７７番ほか２筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地、原野及び田 

 (4) 面積 ９５８.６平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町国近１７１１番地１ 

保田区 

区長 網 川 実  



‐６９‐ 

 （提案理由） 

 下板城地区老人会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている

土地及び駐車場用地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会

の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐７０‐ 

議案第１８３号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町小多田字山下１１８７番３ほか３筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 田及び原野 

 (4) 面積 ３４８.５３平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町小多田１１８７番地３ 

  梶屋迫区 

  区長 北土井 好 夫 



‐７１‐ 

 （提案理由） 

 梶屋迫老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土

地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるも

のである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐７２‐ 

議案第１８４号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市黒瀬町丸山字山添９４７番ほか１筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ２９０.４４平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町丸山９４７番地 

  日ノ出会 

  講中頭 中 野 照 文 



‐７３‐ 

 （提案理由） 

 丸山日の出老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されてい

る土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求め

るものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



‐７４‐ 

議案第１８５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市福富町上戸野字桶峠２２２３番１ほか２筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 畑及び宅地 

 (4) 面積 １,２０５.６５平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和２年１１月１日から令和７年７月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市福富町上戸野２１６２番地２ 

  平上老人集会所管理組合 

  会長 世 戸  夫 



‐７５‐ 

 （提案理由） 

 平上老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地

を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求めるもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。



 

‐７６‐ 

議案第１８６号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線を市

道として認定するため、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

路 線 名 起    点 終    点 
重要な 

経過地 

寺家南６６号線 
東広島市西条町寺家字友

松４８８１番１地先 

東広島市西条町寺家字友

松４８６７番６地先 
 

大 沢 ４ ６ 号 線 
東広島市西条町大沢字下

北６５４番７地先 

東広島市西条町大沢字下

北６５４番９地先 
 

城 ケ 原 ２ 号 線 

東広島市黒瀬町市飯田字

城ケ原１０４７番１４地

先 

東広島市黒瀬町市飯田字

城ケ原１０４７番１９地

先 

 



 

‐７７‐ 

（提案理由） 

 住宅団地内の道路を市道として認定するため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

 



‐７８‐ 

議案第１８７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市立図書館設置及び管理条例（平成２７年東広島市条例第４３号）に基づ

き設置された東広島市立図書館の管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指

定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市立中央図書館 ＴＲＣ・シナジーグルー

プ 

代表者 

株式会社図書館流通セン

ター 

代表取締役 細川 博史 

構成員 

株式会社シナジー 

代表取締役 本 陽輔 

東京都文京区大塚三丁目

１番１号 東広島市立サンスクエ

ア児童青少年図書館 

東広島市立黒瀬図書館 

東広島市立福富図書館 

東広島市立豊栄図書館 

東広島市立河内こども

図書館 

東広島市立安芸津図書

館 

２ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 



‐７９‐ 

 （提案理由） 

 東広島市立図書館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をする

ことについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



‐８０‐ 

議案第１８８号 

 

   委託契約の締結について 

 

 東広島市立小中学校情報ネットワーク環境施設整備業務の委託契約を次のとおり

締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

東広島市立小中学校情報ネットワーク環境施設整備業務 

２ 契約の方法 

  随意契約 

３ 契約金額 

  ４億３,４５０万円 

４ 契約の相手方 

  東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー 

ネットワンシステムズ株式会社 

代表取締役 荒 井   透 

       

 



‐８１‐ 

 （提案理由） 

 東広島市立小中学校情報ネットワーク環境施設整備業務の委託契約を締結するに

当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の議決を求める

ものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐８２‐ 

議案第１８９号 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年９月２日提出 

 

東広島市長    垣    德 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の見出し及び２項を加える。 

 （防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の特例） 

２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症

として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コロナウ

イルス感染症をいう。以下同じ。）から人の生命及び健康を保護するために行わ

れた措置に係る作業であって次に掲げるものに従事したときは、防疫等作業従事

職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第３条の規定は、適用しな

い。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者（以下「患者等」と

いう。）の身体に接触して、又は患者等に接して行う検体の採取及び当該採取

を補助する作業 

 (2) 患者等の搬送及び移送並びにこれらの作業に使用した車両その他の物件の消

毒その他の処理作業 

 (3) 前２号に掲げる作業に準ずる作業として市長が認める作業 

３ 前項の手当の額は、同項に規定する作業に従事した日１日につき３,０００円



‐８３‐ 

（患者等の身体に接触して、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他

これに準ずる作業として市長が認める作業に従事した場合にあっては、４,００

０円）とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当

に関する条例の規定は、令和２年１月２７日から適用する。 



‐８４‐ 

（提案理由） 

防疫等作業従事職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症に対処

するために行われた措置に係る作業に従事した場合の特例を定めるため、この条例

案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 



 

‐８５‐ 

議案第１９０号 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

東広島市長  髙  垣    德    

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年東広島市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中第９号を第１０号とし、第３号から第８号までを１号ずつ繰り下

げ、第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 一般社団法人ディスカバー東広島 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

‐８６‐ 

（提案理由） 

職員を派遣してその業務に従事させることができる団体に、一般社団法人ディス

カバー東広島を追加するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第

５０号） 

第２条 任命権者（－略－）は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部

が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当

該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるも

のとして条例で定めるもの（以下この項及び第３項において「公益的法人等」と

いう。）との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として

専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員（－略－）を派遣するこ

とができる。 

 (1) 一般社団法人又は一般財団法人 



 

‐８７‐ 

議案第１９１号 

 

   東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の一部改正について 

 

 東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

（東広島市税条例の一部改正） 

第１条 東広島市税条例（昭和４９年東広島市条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の右に「、第６

１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の右に

「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

２２ 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は、零とする。 

第２条 東広島市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「

第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第２２項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

（東広島市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 東広島市都市計画税条例（昭和５９年東広島市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第１３項中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に改

め、「第１５条の３まで」の右に「若しくは第６１条」を加える。 



 

‐８８‐ 

第４条 東広島市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１３項中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令

和３年１月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の東広島市税条例の規定は、令和３年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。



 

‐８９‐ 

（提案理由） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、固定資産税に係る新

型コロナウイルス感染症等の影響の緩和を図るための特例措置を講ずるとともに、

所要の規定の整理を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

 



‐９０‐ 

議案第１９２号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１高美が丘四丁目コミュニティ会館の項から高美が丘八丁目コミュニティ

会館の項まで、田代会館の項、北組集会所の項、８の組コミュニティホームの項及

び浜地区集会所の項を削る。 

 別表第２中浜コミュニティ広場の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１１月１日から施行する。
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 （提案理由） 

 地域集会所を無償で譲渡すること等に伴い、当該地域集会所及び中浜コミュニテ

ィ広場を廃止するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 



‐９２‐ 

議案第１９３号 

 

   東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

 別表小谷福寿会館の項から丸山老人集会所の項まで、新開老人集会所の項から平

上老人集会所の項まで及び河戸老人集会所の項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和２年１１月１日から施行する。
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 （提案理由） 

 東広島市老人集会所を無償で譲渡することに伴い、当該東広島市老人集会所を廃

止するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。



‐９４‐ 

議案第１９４号 

 

   東広島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定 

   める条例の一部改正について 

 

 東広島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定 

   める条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（

平成３０年東広島市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「主任介護支援専門員」の右に「（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）である者」を加え、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であることその他やむを得な

い理由がある場合には、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。附則第２

項及び第３項において同じ。）である者を前項に規定する管理者とすることがで

きる。 

 第３１条中「第３章」を「前章」に改める。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

 附則第２項の前に見出しとして「（管理者に係る経過措置）」を付し、同項中「

平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に、「第４条第２項」を「第４

条第２項本文」に、「（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ(3)に規定

する主任介護支援専門員を除く。）」を「である者」に、「第４条第１項」を「同

条第１項」に改める。 



‐９５‐ 

 附則に次の１項を加える。 

３ 令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の指定を受けている指定居宅介護

支援事業所の同日における第４条第１項に規定する管理者が前項の規定により介

護支援専門員である者である場合には、同日の翌日から令和９年３月３１日まで

の間は、同条第２項本文の規定にかかわらず、引き続き、令和３年３月３１日に

おける管理者である介護支援専門員を当該指定居宅介護支援事業所の同条第１項

に規定する管理者とすることができる。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第３１条の改正規定及び

附則第２項の改正規定（「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改

める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 



‐９６‐ 

 （提案理由） 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３８号）等の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所ごとに置く管理者の要件の

特例を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

第８１条  

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、

市町村の条例で定める。 



‐９７‐ 

議案第１９５号 

 

   東広島市自転車駐車場設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市自転車駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市自転車駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市自転車駐車場設置及び管理条例（昭和６２年東広島市条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１西高屋駅前第１自転車駐車場の項中「東広島市高屋町中島４５１番地５

地先」を「東広島市高屋町中島４５０番地２３」に改め、同表西高屋駅前第２自転

車駐車場の項中「東広島市高屋町中島６４５番地５地先」を「東広島市高屋町中島

６３１番地１５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  



‐９８‐ 

 （提案理由） 

 西高屋駅前第１自転車駐車場及び西高屋駅前第２自転車駐車場の敷地の用に供さ

れている土地が分筆されたことに伴い、これらの自転車駐車場の位置の表示を変更

するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 



‐９９‐ 

議案第１９６号 

 

   東広島市立図書館設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市立図書館設置及び管理条例（平成２７年東広島市条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第１項中「午前１０時から午後６時まで」を「次の各号に掲げる図書館の

区分に応じ、当該各号に定める時間」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、移動図書館の開館時間は、教育委員会が規則で定める。 

 第７条第１項に次の各号を加える。 

 (1) 東広島市立中央図書館 午前９時（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号。次条第１項において「祝日法」という。）

に規定する休日にあっては、午前１０時）から午後６時まで 

 (2) 東広島市立サンスクエア児童青少年図書館 午前１０時から午後８時（日曜

日及び土曜日にあっては、午後６時）まで 

 (3) 東広島市立黒瀬図書館 午前１０時から午後７時（日曜日及び土曜日にあっ

ては、午後６時）まで 

 (4) 東広島市立福富図書館 午前１０時から午後６時まで 

 (5) 東広島市立豊栄図書館 午前９時から午後５時まで 

 (6) 東広島市立河内こども図書館 午前１０時から午後６時まで 

 (7) 東広島市立安芸津図書館 午前１０時から午後６時まで 

 第８条第１項中「次の表のとおり」を「次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、
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当該各号に定める日」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。 

 (1) 中央図書館 次に掲げる日 

 ア 月曜日（その日が祝日法第３条第１項又は第３項に規定する休日（元日を

除く。）に当たるときは、その直後の同条第１項又は第３項に規定する休日

でない日） 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

  ウ 館内整理日（図書館資料の整理を行う日として１月につき１日を超えない

範囲内で館長が定める日をいう。次号において同じ。） 

  エ 特別整理日（図書館資料の整理を行う期間として１年につき９日を超えな

い範囲内で館長が定める期間に属する日をいう。次号において同じ。） 

 (2) 地域図書館及び移動図書館 次に掲げる日 

  ア 月曜日（移動図書館にあっては、日曜日、月曜日及び土曜日） 

  イ 祝日法第３条に規定する休日 

  ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（イに掲げる日を除く。） 

  エ 館内整理日 

  オ 特別整理日 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 東広島市立図書館の開館時間及び休館日を変更するため、この条例案を提出する

ものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 図書館法（昭和２５年法律第１１８号) 

第１０条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体

の条例で定めなければならない。
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議案第１９７号 

 

   東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和２年９月２日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市市民体育施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１の２の表八本松市民プールの項、清武西区民プールの項及び小田区民プ

ールの項を削る。 

 別表第３八本松市民プールの項を削り、同表安宿区民プール、清武西区民プー

ル、能良区民プール及び小田区民プールの項中「、清武西区民プール、」を「及

び」に改め、「及び小田区民プール」を削る。 

 別表第４の２中(1)の表を削り、(2)の表を(1)の表とし、別表第４の２(3)の表中

「、清武西区民プール」を削り、同表を別表第４の２(2)の表とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 八本松市民プール、清武西区民プール及び小田区民プールを廃止するため、この

条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。


